
 臨時災害放送局の主な開設条件
・ 緊急時やむを得ないと認められるもの。

・ 使用できる周波数があること。
・ 放送対象地域は災害対策に必要な地域の範囲内。
・ 番組内容は被災者への支援及び救援活動等の必要範囲内。

臨時災害放送局開設の貸出支援

※ 開設にあたっては、無線従事者の選任及び臨時災害放送局の申請が必要。
※ 貸出先は、地方自治体。また、災害時の対応であれば、無償で貸出し。

〇 地震、洪水等の災害発生時において、災害や避難所情報等を放送するため、地方自治体等の「臨時災害放送局」開
設に必要な放送局用機器を地方自治体等の要請に応じて貸出し。

〇 放送局用機器は、全国の総合通信局等に各1セット、計11セット配備。要請があり次第、迅速に貸出対応。
〇 アナウンス技術の現地指導や放送設備の設置等の専門家を地方公共団体に派遣できるようにすることを目的に中国
総合通信局では臨時災害放送局開設支援サポーターを創設。

○ 平時においては、自治体などが主催する防災訓練、電波伝搬調査に活用。平成29年度は柳井市で、平成30年度は若
桜町、海田町、令和元年度は若桜町、日野町、瀬戸内市、真庭市、府中町において実験試験局を開設し運用訓練、電
波伝搬調査を実施。

 柳井市で当局と合同の運用訓練 平成30年3月20日
・臨時災害放送局の貸出、開設のための模擬電話
・市役所職員向けた組み立て訓練（職員20名参加）
・柳井市長による臨時災害放送局運用開始宣言
・ICレコーダーを活用し市職員が放送収録を実施
・避難場所の管理者等がラジオ受信による受信調査を実施（50避難所）

柳井市長の開始宣言

指定避難場所等柳井市役所
放送訓練のイメージ

80.5ＭＨｚ50Ｗ

ラジオによる受信

訓練の想定

柳井市内で大規模災害が発生し、
市からの要請により、平成29年11月に
当局に配備した臨時災害放送局用機
器を貸与するという想定で実施。

http://www.soumu.go.jp/main_content/000323000.pdf
http://www.soumu.go.jp/main_content/000322998.doc
http://www.soumu.go.jp/main_content/000322999.pdf
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